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議案第５８号  

 

令和６年度入間市一般会計補正予算（第２号） 

 

 令和６年度入間市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８９６，１７３千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５４，５３９，０８９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度

に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 （債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加、変更及び廃止は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

令和６年８月２８日提出 

 

                       入間市長  杉 島 理一郎  

 

  

 

 

 



第１表　歳入歳出予算補正

        歳入 (単位：千円)

款 項

 1 市税 21,586,981 △646,442 20,940,539

 1 市民税 9,657,948 △646,442 9,011,506

11 地方特例交付金 150,000 665,945 815,945

 1 地方特例交付金 150,000 665,945 815,945

12 地方交付税 2,930,000 192,518 3,122,518

 1 地方交付税 2,930,000 192,518 3,122,518

15 使用料及び手数料 647,200 480 647,680

 1 使用料 368,142 480 368,622

16 国庫支出金 9,865,620 56,758 9,922,378

 1 国庫負担金 6,428,520 45,551 6,474,071

 2 国庫補助金 3,404,369 11,207 3,415,576

17 県支出金 3,367,492 556 3,368,048

 2 県補助金 637,197 541 637,738

 3 県委託金 237,231 15 237,246

19 寄附金 133,097 135,709 268,806

 1 寄附金 133,097 135,709 268,806

20 繰入金 2,782,758 △733,828 2,048,930

 1 基金繰入金 2,782,756 △778,138 2,004,618

 2 特別会計繰入金 2 44,310 44,312

21 繰越金 600,000 395,050 995,050

 1 繰越金 600,000 395,050 995,050

22 諸収入 1,373,871 73,280 1,447,151

 6 雑入 1,251,775 73,280 1,325,055

23 市債 5,086,700 756,147 5,842,847

 1 市債 5,086,700 756,147 5,842,847

補 正 前 の 額 補 正 額 計

－ 2 －



款 項

53,642,916 896,173 54,539,089歳 入 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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        歳出 (単位：千円)

款 項

 2 総務費 7,091,553 175,304 7,266,857

 1 総務管理費 6,005,244 145,991 6,151,235

 2 徴税費 615,824 9,565 625,389

 3 戸籍住民基本台帳費 258,847 10,918 269,765

 4 選挙費 163,509 5,146 168,655

 5 統計調査費 16,927 3,613 20,540

 6 監査委員費 31,202 71 31,273

 3 民生費 23,491,172 50,234 23,541,406

 1 社会福祉費 12,220,432 45,513 12,265,945

 2 児童福祉費 8,865,456 4,721 8,870,177

 4 衛生費 4,366,723 61,073 4,427,796

 1 保健衛生費 2,200,683 61,073 2,261,756

 6 農林水産業費 169,179 2,961 172,140

 1 農業費 144,104 2,961 147,065

 7 商工費 184,708 1,600 186,308

 1 商工費 184,708 1,600 186,308

 8 土木費 4,785,740 △153,509 4,632,231

 1 土木管理費 84,015 1,485 85,500

 2 道路橋りょう費 1,212,279 2,970 1,215,249

 3 都市計画費 3,358,634 △157,964 3,200,670

10 教育費 7,622,622 758,510 8,381,132

 1 教育総務費 721,799 8,571 730,370

 2 小学校費 1,247,389 328,573 1,575,962

 3 中学校費 800,112 417,506 1,217,618

 5 社会教育費 956,544 3,818 960,362

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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款 項

 6 保健体育費 3,896,386 42 3,896,428

11 公債費 3,591,037 0 3,591,037

 1 公債費 3,591,037 0 3,591,037

53,642,916 896,173 54,539,089歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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第２表　繰越明許費

（単位：千円）

8 3

8 3

10 2

10 3

第３表　債務負担行為

第４表　地方債補正

1 追　加

2 変　更

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　　率 償 還 の 方 法

千円

普通貸借
又は

証券発行
5.0％以内

借入先の融資条件による｡
ただし、市財政の都合に
より据置期間及び償還期
限を短縮し、若しくは繰
上償還又は低利に借換え
することができる。

小学校特別教室エアコン設
置事業

382,300

中学校特別教室エアコン設
置事業

400,300 〃 〃 〃

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　　率 償 還 の 方 法

地方道路等整備事業
（都市計画事業）

補
正
前

普通貸借
又は

証券発行
5.0％以内

借入先の融資条件による｡
ただし、市財政の都合に
より据置期間及び償還期
限を短縮し、若しくは繰
上償還又は低利に借換え
することができる。

補
正
後

460,300 〃 〃 〃

款

教育費

令和６年度から令和１１年度まで児童発達支援センター発達支援・相談等業務委託 457,500

扇台土地区画整理事業特別会計繰出金

教育費

土木費

期　　　間

中学校費

都市計画費

（単位：千円）

限　度　額

項

小学校費

金　　額

382,316

400,385

17,000都市計画費

442,300

千円

15,400

事　　　　　業　　　　　名

小学校特別教室エアコン設置事業

中学校特別教室エアコン設置事業

入間市駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金

事　　　　　　　項

土木費
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3 廃　止

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　　率 償 還 の 方 法

公共事業等
（区画整理事業）

補
正
前

193,500
普通貸借
又は

証券発行
5.0％以内

借入先の融資条件による｡
ただし、市財政の都合に
より据置期間及び償還期
限を短縮し、若しくは繰
上償還又は低利に借換え
することができる。

補
正
後

184,500 〃 〃 〃

公共事業等
（公園事業）

補
正
前

36,000 〃 〃 〃

補
正
後

54,000 〃 〃 〃

公園等遊具設置事業

補
正
前

19,500 〃 〃 〃

補
正
後

13,500 〃 〃 〃

臨時財政対策債

補
正
前

100,000 〃 〃 〃

補
正
後

122,547 〃 〃 〃

起 債 の 目 的 限 度 額 備　　　　　　　考

千円

起債対象事業費の皆減に伴い廃止するもの。富士見公園パークＰＦＩ事業 20,200

起債対象事業費の皆減に伴い廃止するもの。小学校再整備・再配置事業 49,800
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